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杉野社会保険労務士事務所 

 

 

 
 

 

令和７年に改正された労働安全衛生法では、「高年

齢労働者の労働災害防止の努力義務化」が盛り込まれ

ています。この改正では、国が当該措置に関する指針

を公表することとされており、現在開催されている

「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」

で取り上げられています。 

 

◆ガイドラインが指針に格上げ 

高年齢労働者の労働災害防止対策としては、「高年

齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エ

イジフレンドリーガイドライン）」（令和２年３月策定）

が公表され、取組みが促されてきました。今般の指針

策定の方針としては、法的根拠のない現行のガイドラ

インについて、法律に基づく指針に格上げし、現行の

ガイドラインを廃止するとしています。 

現行のガイドラインの項目や内容が基本とされるよ

うですが、新たな追加・修正項目として以下のような

点が挙げられています。 

◯経営トップによる方針表明及び体制整備 

◯危険源の特定等のリスクアセスメントの実施 

◯高年齢労働者の体力の把握方法 

◯高年齢労働者の体力に応じた対応 

◯安全衛生教育 

 

 

 

 

 

 

◆早めの取組みを 

検討会の資料によれば、企業が「高年齢労働者の労

働災害防止対策に取り組んでいない理由」として、

「自社の 60 歳以上の高年齢労働者は健康である」と

回答した企業が約半数を占めたそうです。身体機能の

低下による労働災害のリスクへの理解が進んでいない

ことが指摘されています。 

高齢化が加速する中、企業としては、高年齢労働者

の労働災害対策は避けては通れない課題です。助成金

等、国による支援も活用しつつ、早めの取組みを検討

したいところです。 

 

【厚生労働省「第２回「高年齢労働者の労働災害防止

対策に関する検討会」資料」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63946.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高年齢労働者の労働災害防

止対策～指針に格上げへ 

 

なかなか、健康な状態であれば、自分で身

体機能が低下してきていることを認めたく

ないとういうのはありますね。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆インフルエンザが流行シーズンに突入 

厚生労働省は３日、令和７年第 39 週の定点当たり

報告数が 1.00 を上回り、インフルエンザが流行シー

ズンに入ったことを発表しました。例年より２カ月ほ

ど流行入りが早いことや、昨年の報告数が統計史上最

多となった原因として、ワクチン接種率の低下が指摘

されていることから、早めの予防接種を推奨すること

が望ましいと考えられます。 

 

◆インフルエンザワクチンについて 

毎年の予防接種では、国内・国外の動向を鑑みて流

行すると予測された型のワクチンが使用されます。今

年度から、日本で使用されるワクチンが４価から３価

へと変更されました。これは世界的に検出されていな

いウイルス株であるＢ／山形系統を除くとしたＷＨＯ

の方針に基づいた決定です。インフルエンザワクチン

の研究も進んでおり、昨年に製造販売が承認されたワ

クチンもあるので、専門家と相談して予防接種に使用

するワクチンを選択しましょう。 

 

◆留意点 

予防接種の費用を会社で負担した場合、著しく高額

ではなく、業務上必要であり、従業員全員を対象とし

ている場合は福利厚生費として経理処理できます。 

しかし、予防接種を強制することはできないことに

注意が必要です。インフルエンザ予防接種は法的な強

制力がなく、会社が接種を強制することはパワハラ問

題に繋がりかねません。また、アレルギーや既往症等

による副反応のリスクもあるため、推奨制度を作成す

る場合はパワハラ防止の周知を含めたトラブル対策を

講じましょう。 

コロナウイルス等の他の感染症も警戒する必要もあ

りますが、マスクの着用や手洗いといった生活習慣に

よる予防にも限界があります。感染による業務停滞を

防ぐには、会社がインフルエンザ予防接種を推奨する

ことも重要です。 

 

【厚生労働省「インフルエンザに関する報道発表資料

2025/2026シーズン」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ke

nkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou01/houdou_00023.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インフルエンザ予防接種を

福利厚生で行う際の留意点 

 

予防接種の費用を会社で負担することは良

いことだと思います。事情があり接種でき

ない人には配慮が必要です。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆「中高年の活躍支援」とは 

厚生労働省は、バブル崩壊後の1990～2000年代の

雇用環境が厳しい時期に就職活動を迎えた世代（就職

氷河期世代）が 50 代半ばに差し掛かっていることを

踏まえ、中高年層にも間口を広げ、これまでの「就職

氷河期世代活躍支援」特設サイトを、「中高年の活躍

支援」特設サイトとしてリニューアルオープンしまし

た。その特徴と活躍支援の概要をまとめます。 

 

◆お悩み別サポート支援 

サイト内において、下記のような不安材料ごとにサ

ポート窓口を設けています（Chat と相談＆検索もで

きます）。 

１ 経済面で将来に不安がある（ハローワーク） 

 ◯すぐに働きたいけどどこで求人を探せばよいか 

 ◯スキルアップしたい 

 ◯自分のキャリアを相談したい 

 ◯介護と仕事を両立したい 

２ 社会とのつながりに不安を抱えている（サポステ） 

 ◯これまでの職場でうまくいかず、自信が持てな

い 

 ◯悩みを誰にも話せずひとりで抱えていた 

 ◯フルタイムで働くことに不安があるが、挑戦し

てみたい 

３ 家計の状況や家族介護に不安がある（各種支援機

関） 

 ◯家計のやりくりが難しく、生活が苦しい 

 ◯定年を過ぎても働き続けたい 

 ◯年金制度について知りたい 

 ◯家族介護に直面している方への支援を知りたい 

 

◆事業主ができること 

雇用する側としては、中高年の積極的な採用や人材

育成をするにあたり、以下のような助成金が利用でき

ます。 

◯トライアル雇用助成金 

◯特定求職者雇用開発助成金 

◯人材開発支援助成金 

◯キャリアアップ助成金 

◯両立支援等助成金 

◯65歳超雇用推進助成金 

 

【厚生労働省「中高年の活躍支援」特設サイト】 

https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中高年の活躍支援」特設

サイトがオープンしました 

 

これから、まだ高齢化社会は継続していき

ますので、こういう政策は重要な課題とし

て取り組む必要があると思います。 
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杉野社会保険労務士事務所 

日本の法制度や雇用慣行は外国人労働者にとっては

馴染みのないことも少なくありません。そのため、厚

生労働省から、職場のルールを理由や背景も含めて説

明し、理解を深めてもらうことを目的とした支援ツー

ルが出されています。 

 

◆『外国人社員と働く職場の労務管理に

使えるポイント・例文集』 

採用、賃金、労働時間といった９つのテーマをあげ、

雇用管理で実際に想定される場面ごとに、①外国人社

員に説明する前に読んで理解しておくとよいポイント、

②実際に外国人の方にそのまま話したり見せたりでき

るよう「やさしい日本語」による説明の例が紹介され

ています。例えば、採用後に労働者が提出する書類に

ついて、｢日本では、あなたに代わって会社が税金や

保険の計算をします。あなたのためにしますから、必

要な情報を会社に教えてください。｣とルビつきで示

されています。 

 

◆雇用管理に役立つ多言語用語集 

人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保

険関係の用語約420語について、定義・例文を検索で

きる用語集です。やさしい日本語のほか、９言語（英

語、韓国語、中国語（簡・繁）、タガログ語、ベトナ

ム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、イン

ドネシア語、カンボジア語、タイ語、ミャンマー語、

モンゴル語）に対応しています。 

就業規則などを外国人労働者に説明する際、理解が

難しそうな用語などを検索して、翻訳を提示したり、

外国人社員本人が、人事・労務用語の入社前の学習や

辞書として活用したりすることが想定されています。 

 

◆モデル就業規則ほか 

厚生労働省のモデル就業規則は外国語版も出されて

います。そのほか、日本国内で働く外国人の方に向け

た｢労働条件ハンドブック｣や外国人労働者の労災防止

に役立つ教材、資料も整備されています。 

 

【厚生労働省「外国人の方に人事・労務を説明する際

にお困りではないですか？」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k

oyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.h

tml 

 

【厚生労働省「外国人労働者の安全衛生管理」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0

000186714.html 

 

  

外国人労働者人事・労務

お役立ち支援ツール 

自分の国を離れて海外で働くことは、日本

人であっても他国の人であっても大変なこ

とだと私は思います。 
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杉野社会保険労務士事務所 

健康保険の被扶養者としての届出に係る者（以下

「認定対象者」という。）の年間収入については、認

定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収

入の見込みなどから、今後１年間の収入の見込みによ

り判定されていましたが、令和８年４月からは、就業

調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高

めるため、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収

入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。 

 

◆労働契約で定められた賃金 

見込まれる年間収入が 130 万円（認定対象者が 60

歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法によ

る障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者で

ある場合にあっては、180万円。認定対象者（被保険

者の配偶者を除く。）が 19 歳以上 23 歳未満である場

合にあっては150万円）未満であり、かつ、他の収入

が見込まれず、 

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場

合には、被保険者の年間収入の２分の１未満であ

ると認められる場合 

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない

場合には、被保険者からの援助に依る収入額より

少ない場合 

には、原則として、被扶養者に該当するものとして

取り扱う。 

 

◆労働契約の内容によって被扶養者の認

定を行う場合 

「労働条件通知書」（以下「通知書」という。）等の

労働契約の内容が分かる書類の添付および当該認定対

象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めるこ

とにより確認する。具体的には、通知書等の賃金を確

認し、年間収入が 130 万円未満（一定の場合は 180

万円または150万円未満）である場合には、原則とし

て被扶養者として取り扱う。なお、労働契約の更新が

行われた場合や労働条件に変更があった場合（以下

「条件変更」という。）には、当該内容に基づき被扶

養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、

当該内容が分かる書面等の提出を求める。 

 

【厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額

未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の

取扱いについて」】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006

S0060.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扶養認定は令和８年４月から

契約内容で年間収入を判定 

 

健康保険の被扶養者認定について、今後１

年間の収入の見込みにより判定から、見込

まれる年間収入になるそうです。 
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杉野社会保険労務士事務所 

◆電子申請の導入 

９月 10 日、協会けんぽは、電子申請サイトの開設

と「けんぽアプリ」のリリースを行い、マイナンバー

カードを利用して本人確認のうえ、手続きを行う仕組

みを準備中であると公表しました。 

 

◆電子申請による手続きイメージ 

資料によれば、傷病手当金や出産手当金、出産育児

金、高額療養費などの申請書が対象となっています。

マイナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険

証に代わって発行される資格確認書の交付申請書も、

対象となっています。 

 手続きフローとしては、協会ホームページまた

は「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログインし

て希望する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必

要な添付書類は電子ファイルでアップロードするとい

うものが示されています。審査に関する通知もシステ

ム上で行われ、確認画面にステータスを表示すること

となっています。 

ただし、示されているのは被保険者自身が手続きを

行うフローのみのため、会社の担当者や手続きの委託

を受ける社会保険労務士がどのように手続きを行うの

かは、現時点で明らかにされていません。 

 

◆いつから導入される？ 

資料によれば、令和８年１月からのサービス開始が

予定されており、電子申請のほかに健康づくりに関す

るコンテンツ配信などが予定されています。 

その後、検証の上、令和 10 年１月には「健診予約」

や「デジタルな健康手帳」等、加入者の利便性向上に

資するプッシュ型の機能の実装と入社と同時に自動的

にアプリをインストールするような仕組みを構築する

とされていますが、あくまで構想とされています。 

 

【全国健康保険協会「第137回全国健康保険協会運営

委員会資料」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r07/002/

250910/ 

  

11月の労務と税務の手続 

 10日〇源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

12月1日〇個人事業税の納付＜第2期分＞ 

◯所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞ 

今月号の内容に関しまして、ご不明点などござい

ましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

協会けんぽの手続きに電子

申請が導入されます 

 

 

 

 

 

 

当事務所より一言  

 暑いと思っていた夏が過ぎ、急に秋に

なってしまいました。最近は季節の変わ

り目が急激な感じがします。そのせい

で、季節の野菜が非常に作りづらい状況

にあるようです。昨年のキャベツ、白菜

の高騰が記憶にありますが、今年も同じ

ようになりそうな感じです。 

 動物も植物が生存しづらい環境になり

つつあります。将来のための行動をしな

ければならないのではないでしょうか。 

 


